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一
、
議
事
日
程

昭
和
田
十
七
年
十
一
月
十
七
日
午
前
十
時
開
議

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

会
期
の
決
定

議
案
第
六
十
八
号

日
穂
第
一

日
程
第
二

日
粍
第
三

昭
和
四
十
七
年
度
館
山
市
一
般
会
計
補

正
予
算
(
第
六
号
〉

齢

会

午
前
十
時
七
分

O
議
長
(
吉
田
勇
治
郎
君
)
本
日
の
出
席
議
員
数
二
十
六
名
、

和
四
十
七
年
第
三
回
市
議
会
臨
時
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
昭

議

報

長

告

の

O

議
長
〈
吉
田
勇
治
郎
君
)
本
臨
時
会
議
案
審
議
の
た
め
地
方
自
治
法
第
百

二
十
一
条
の
規
定
K
よ
る
出
席
要
求
K
対
し
、
な
手
も
と

K
配
付
の
出
席
報

告
が
あ
b
ま
し
た
の
で
御
了
承
蹴
い
ま
す
。

E義

案

記

の

付

O
議
長
〈
士
口
田
勇
治
郎
君
)
議
案
を
配
付
い
た
さ
せ
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ど
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

l

配
付
漏
れ
た
し
と
認
め
ま
す
。

本
日
の
議
事
は
な
手
も
と

K
配
付
の
日
程
表

K
よ
h
y
行
な
い
ま
す
。

会
議
録
著
名
識
ヨ
の
指
名

雄哲始

O

議
長
(
吉
田
勇
治
郎
。
君
)

い
を
す
。

日
程
第
一
、

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
左

一
三
番
議
員
五
十
嵐
昇
君
、

指
名
い
た
し
ま
す
。

一
九
番
議
員
島
野
茂
樹
郎
君
、

以
上
両
君
を

e ...... 

期

決

定

の

。
議
長
〈
吉
田
勇
治
郎
君
〉
日
待
第
二
、
会
期
の
決
定
を
行
友
い
ま
す
。

本
臨
時
会
の
会
期
K
っ
き
談
会
運
営
協
議
会
の
意
見
は
本
日
一
日
と
い
う

と
と
で
あ
り
ま
す
。

な
ば
か
り
い
た
し
ま
す
。
会
期
を
一
日
と
定
め
ま
す
と
と

κ御
異
議
ど
ざ

い
ま
せ
ん
か
。

l

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
予
て
会
期
は
本
日
一
日

と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

提

案

理

由

の

説

明

0
議
・
長
〈
吉
田
完
治
郎
君
)
と
の
際
、
本
臨
時
会
招
集
に
つ
き
市
長
の
あ
い

さ
つ
並
び
K
提
案
珂
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

(
市
長
本
間
譲
君
登
壇
)

O
市
長
(
本
間
譲
君
〉
提
案
理
由
の
細
説
明
を
申
し
土
げ
ま
す
。

本
日
と
こ
に
第
三
回
の
臨
時
市
諒
会
を
招
集
い
・
た
し
た
次
第
で
ど
ざ
い
ま

す
が
、
議
員
の
皆
さ
ま
方

K
は
倒
多
忙
の
と
と
ろ
調
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し

て
、
ま
ζ

と
K
あ
-D
が
と
う
存
じ
ま
す
。

き
ょ
う
か
願
い
い
た
し
ま
す
案
件
は
三
百
十
五
万
の
補
正
と
い

A
J
ζ

と
で

ど
さ
い
ま
す
。
乙
れ
は
皆
さ
ま
方
も
御
案
内
の
と
な

b
去
る
十
三
日
に
衆
議

院
が
解
散
さ
れ
を
し
て
、
十
二
月
の
十
日
に
選
挙
、
こ
う
い
う
と
と

K
相
な

円
た
わ
け
で
ど
ざ
い
ま
し
て
、
と
の
予
用
と
し
て
国
か
ら
三
百
十
五
万
を
焚
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付
さ
わ
た
わ
け
で
ど
ざ
い
ま
す
の
で
、
衆
議
院
の
選
挙
波
び

K
最
高
裁
判
所

の
裁
判
官
の
国
民
審
査
の
批
判
e

用
を
補
正
を
し
よ
今
と
す
る
も
の
で
ど
ざ
い
ま

・
す
が
、
と
れ
に
よ
り
ま
し
て
歳
入
歳
出
と
も
に
二
十
四
億
四
千
八
百
十
万
と

相
在
る
わ
け
で
ど
ざ
い
脅
す
が
、

ζ

れ
に
つ
き
ま
し
て
は
曲
関
係
謀
長
か
ら
榔

説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
〈
御
検
討
を
腕
い
ま
し
て
衡
決
定
を

い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

以
上
、
簡
単
で
ご
ざ
い
空
す
が
、
御
説
明
令
申
し
上
げ
た
次
第
で
ど
ざ
い

ま
す
。

O
語
長
(
吉
田
努
治
郎
君
)

り
ま
寸
。

以
上
で
市
長
の
あ
い
さ
つ
並
び
に
説
明
を
終
わ

議

諜

の

上

糧

O
議
長
(
士
口
田
勇
治
郎
君
)
日
終
第
三
、
議
笑
第
六
十
八
号
昭
和
四
十
七
年

出
技
館
山
市
一
・
開
会
計
補
正
予
算
突
を
議
題
と
い
た
し
を
す
。
一
一
議
案
の
朗
読
を

回
聞
い
ま
十
。

(
書
記
朗
読
)

一
語
索
第
六
十
八
号
昭
和
四
十
七
年
度
館
山
市
一
般
会
計
補
正
子
算
(
第

ム
ハ
ロ

η
)

O

議
長
(
古
口
田
勇
治
郎
君
)
朗
読
を
終
わ
り
ま
す
。

議

案

の

内

容

説

明

O

議
長
(
士
口
問
勾
治
郎
君
〉
説
明
を
求
め
ま
す
。

O

財
政
課
長
〔
長
谷
川
広
治
君
)
一
議
然
第
六
十
八
号
K
つ
い
て
翻
説
明
十
市

し
上
げ
す
ナ
。

昭
和
四
十
七
年
度
前
の
一
絞
会
計
補
正
予
算
第
六
号
で
ど
ざ
い
ま
す

U

今

.... 

回
の
補
正
予
算

κ
つ
き
ま
し
て
は
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
だ
け
で
ど
ざ
い
ま

ず。
歳
入
歳
出
補
正
予
算
K
つ
き
ま
し
て
は
第
一
条
に
な
示
し
を
い
た
し
て
ど

ざ
い
ま
す
が
、
一
二
百
十
五
万
円
を
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
追
加
を
い
た
し
ま

し
て
、
予
算
規
模
を
二
十
四
億
四
千
八
百
十
万
円
と
い
う
ふ
う
に
い
た
し
た

い
と
存
じ
ま
す
。

裕
正
予
算
の
款
項
の
区
分
、
と
れ

K
追
加
を
い
た
し
ま
す
額
は
二
ペ
ー
ジ

の
第
一
表
の
と
た
り
で
ど
ざ
い
ま
す
。
と
ま
か
く
ピ
四
ペ
ー
ジ
か
ら
の
事
項

別
明
細
警
に
よ

b
ま
し
て
、
選
挙
関
係
で
ど
ざ
い
ま
す
の
で
、
設
入
歳
出
と

も
に
選
挙
管
理
委
員
会
の
議
記
長
よ

b
と
ま
か
い
御
説
明
を
山
申
し
上
げ
ま
す

の

で

よ

ろ

し

〈

念

願

い

を

い

た

し

ま

す

。

ン

。
選
挙
管
理
委
員
会
書
記
長
(
吉
岡
山
隆
男
君
)
四
ベ

l
の
事
項
別
明
細
の
歳

出
か
ら
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

御
承
知
の
よ
う

K
と
の
選
挙
経
曲
慢
に
つ
き
害
し
て
は
、
国
会
喚
問
貝
の
選
挙

等
の
執
行
経
畏
の
基
準
に
関
す
る
法
律
と
い
ろ
の
が
ど
ざ
い
ま
す
の
で
、
と

の
法
律

K
準
拠
い
た
し
ま
し
て
積
算
い
た
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
経

殺
す
大
き
〈
大
別
い
た
し
ま
ず
と
準
備
事
務
、
投
票
所
経
筏
、
開
票
所
経
伐

と
う
い
A
J

ふ
う
に
一
二
つ

K
分
け
ら
れ
る
と
思
い
を
す
。
大
体
準
備
事
務
で
ヨ

四
十
九
万
四
千
円
、
投
務
所
縫
授
で
百
二
十
六
万
九
千
円
、
関
商
米
所
経
由
何
で

三
十
八
万
七
千
円
を
予
定
し
た
わ
け
で
ど
ざ
い
ま
す
。

以
上
の
経
安
を
そ
れ
ぞ
れ
節
別
K
整
理
い
た
し
圭
し
て
、
予
算
K
計
上
し

た
次
第
で
ど
ざ
い
ま
す
c

歳
出
の
四
ペ
ー
ジ
事
項
別
明
細
書
か
ら
、
そ
の
主

左
も
の
を
翻
説
明
き
し
て
い
た
だ
き
ま
ナ
。

第
一
節
報
酬
十
九
万
三
千
円
は
投
票
管
理
者
、
投
票
立
会
人
等
の
報
酬
で

ど
ざ
い
ま
す
。
投
票
所
は
従
前
ど
な
り
二
十
カ
所
で
ど
ざ
い
ま
す
。

-3'-



第
三
節
の
職
員
手
当
百
五
十
七
万
二
千
円
は
準
偽
事
務
の
た
め
の
選
管
職

員
、
あ
る
い
は
応
援
隊
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
、
立
会
演
説
会
に
従
事
す
る

時
間
外
手
当
、
投
票
事
務
に
従
事
す
る
職
員
、
百
九
十
人
で
ど
ざ
い
ま
す
。

開
票
事
務

K
従
事
す
る
職
員
百
九
人
の
時
間
外
勤
務
手
当
の
総
計
で
ど
ざ
い

ま
す
。七

節
賃
金
二
十
六
万
一
千
円
は
臨
時
勝
良
四
人
分
三
十
日
間
の
賃
金
で
ど

ざ
い
ま
す
。

一
一
節
皆
川
用
費
六
十
三
万
二
千
円
中
消
耗
品
索
、
消
耗
器
材
校
三
十
八
万

九
千
九
十
円
、
と
の
ギ
一
念
も
の
は
一
衆
諦
院
法
員
選
挙
の
公
営
ポ
ス
タ
ー
掲
示

場
K
使
用
い
た
し
古
川
す
と
こ
ろ
の
掲
示
板
で
ど
ざ
い
山
ま
す
。
十
二
人
介
の
掲

示
板
で
ご
ざ
同
ま
す
が
¥
と
れ
が
一
枚
二
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。
館
山
市
が

設
営
す
る
設
置
所
の
数
ピ
百
五
十
カ
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
予
係
を
加
え
ま
し
て
百
五
十
二
枚
購
入
さ
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
こ

そ
れ
か
ら
最
高
裁
の
氏
名
掲
示
場
所
が
二
十
カ
所
で
ど
ざ
い
ま
す
。
と
の

掲
示
板
が
二
十
枚
。
と
の
掲
示
板
陀
使
用
し
ま
す
支
柱

K
令
い
す
す
と
と
ろ

の
た
る
き
百
本
、
と
行
い
う
と
こ
ろ
が
主
な
も
の
で
ど
ざ
い
ま
す
。

続
い
て
食
糧
授
の
十
三
万
四
千
百
四
十
円
で
ど
ざ
い
主
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
は
投
票
所
陀
従
事
す
る
立
会
人
、
職
員
等
二
百
七
十
人
の
昼
食
、
茶
菓
代
、

開
票
事
務
従
事
者
一
日
二
十
人
の
夕
食
並
び
に
何
回
か
行
な
わ
れ
ま
す
委
員
会

あ
ゐ
い
は
計
画
事
業
に
従
事
す
る
人
た
ち
の
昼
食
代
一
等
で
ど
ざ
い
告
す
。

一
二
僚
の
役
守
安
で
ど
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

ζ

の
う
ち
郵
便
科
二
万
八

千
円
で
ど
ざ
い
ま
す
が
、
不
在
者
投
票
等
の
涼
達
料
並
び
に
普
通
郵
便
料
で

ど
ざ
い
ま
十
が
、
御
承
知
の
主
う

K
当
市
は
船
同
行
一
の
不
在
者
投
票
の
指
定
地

で
あ
り
ま
す
の
で
、
多
少
余
計
め

K
一
計
上
さ
し
て
い
山
た
だ
き
ま
す
。

，C; 

一
四
節
，
の
使
用
料
及
び
賃
借
料
中
建
物
借
上
料
五
万
円
で
ど
ざ
い
ま
す
が
、

こ
の
う
ち
主
宏
も
の
は
立
会
演
説
会
、
こ
れ
は
二
十
八
日
の
午
後
六
時
か
ら

開
催
が
通
知
さ
れ
ま
し
て
、
市
民
セ
ン
タ
ー

κ
な
い
て
行
な
わ
れ
を
す
が
、

と
の
立
会
演
説
会
、
あ
る
い
は
個
人
演
説
会
、
あ
る
い
は
開
票
所
と
か
、
市

民
セ
ン
タ
ー
を
借
り
上
げ
ま
す
の
で
、
と
れ
ら
を
予
定
し
ま
し
て
四
万
五
千

円
、
そ
の
他
投
禁
所
借
上
料
い
れ
ま
し
て
五
万
円
で
ど
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
一
五
節
の
工
部
請
負
貨
で
ど
ざ
い
ま
す
が
、
十
万
円
の
う
も
ポ

ス
タ
ー
掲
示
場
設
置
工
事
請
負
駒
山
、
と
の
分
と
し
て
八
万
円
を
見
込
ん
で
会

り
ま
す
。

以
上
、
歳
出
合
計
が
三
百
十
五
万
で
ど
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
の
財
源

で
ご
ざ
い
昔
す
が
、
歳
入
の
四
ペ
ー
ジ
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
を
す
。

県
委
託
金
を
三
百
十
五
万
円
見
込
ん
で
な
り
ま
す
。

在
hv
、
と
の
歳
入
に
つ
き
ま
し

τ
U選
挙
の
執
行
状
況
等

K
よ
り
流
動
的

-
な
も
の
で
ど
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
去
る
十
四
日

K
委
員
長
、
書
記
長

会
誌
が
あ

b
ま
し
て
、
そ
の
場
で
内
示
さ
れ
た
額
が
三
百
十
万
三
千
余
で
ど

ざ
い
ま
し
た
-
左
hu
実
績

κよ
っ
て
上
積
み
さ
れ
み
も
の
も
ど
ざ
い
ま
す
の

で
、
な
な
む
ね
と
の
数
字
の
前
後
に
在
る
も
の
と
見
込
ん
で

b
b
を
す
。

も
仙

h
k

、
今
回
の
選
挙
は
解
散

K
よ
る
選
挙
で
あ

b
ま
す
の
で
、
急
拠
補
正

予
算
を
な
騒
い
す
る
と
と
に
相
在
り
ま
し
た
が
、
法
律
等
の
規
制
も
あ
っ
て

公
営
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
よ
号

K
す
で
に
つ
く
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
も
の

も
ど
ざ
い
ま
す
の
で
、
御

T
承
た
ま
わ

b
た
〈
hu
願
い
い
た
し
ま
す
。

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。

委

員

会

付

託

の

省

鳴

。
議
長
(
吉
田
勇
治
郎
君
)

た
は
か

-P
い
た
し
ま
す
。
本
山
知
を
委
員
会
付
託

-4ー



t

ーコ

並
び

K
討
論
を
省
略
し
、
直
ち

K
採
決
す
る
ζ

と
に
榔
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か。

1

御
異
議
左
し
と
認
め
ま
す
。

採

決

O
議
長
(
吉
田
勇
治
郎
君
)
と
れ
よ

b
採
決
い
た
し
ま
す
。

本
案
を
原
案
ど
か
り
可
決
す
る
と
と
陀
御
異
議
ど
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

i

御
異
議
左
し
と
認
め
ま
す
。
よ

A
e

て
本
案
ピ
原
案
ど
な

b
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

開

会

午
前
十
時
二
十
一
分
閉
会

O

議
長
(
吉
田
勇
治
郎
君
)

議
了
さ
れ
ま
し
た
c

よ
円
て
、
乙
れ

K
て
第
三
回
市
議
会
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

以
上
で
本
臨
時
会
に
付
議
さ
れ
ま
し
た
笑
件
は

O
本
日
の
会
議
K
付
し
た
事
件

一
、
会
診
録
署
名
議
員
の
指
名

一
、
会
期
の
決
定

一
、
議
案
第
六
十
八
号

-5-

地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

κ
よ
り
署
名
す
る
。

館
山
市
議
会
議
員

J
r
p
h
U
4
8
3
 

マル

T
ムペ内

Z
J

/
港
野
食
物

4

鵠
l

館
山
市
議
会
議
長

館
山
市
議
会
議
員
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